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あなたが、気になる
「質問」はありますか？

質問議員６名　質問９項目

皆
さ
ん
の
「
く
ら
し
」
に
か
か
わ
る
こ
と
を
、
議
員
が
質
問
を
し
ま
し
た
。

※ 紙面の関係により、質疑の一部のみを掲載させていただいています。
　 また、分かりやすい紙面にするために、趣旨が変わらない程度の編集を行っています。
　 なお、熊野町議会のホームページ（http://www.town.kumano.hiroshima.jp）から、一般質問の全ての内容を視聴することができます。
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豪
雨
災
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支
援
金
の
使
い
道
は

東
部
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー
建
設
計
画
の
進
捗
状
況
は

豪
雨
災
害
を
受
け
て
今
後
の
河
川
管
理
は

熊
野
交
番
の
建
て
替
え
計
画
は

防
災
・
減
災
体
制
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強
化
を

警
戒
区
域
の
避
難
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は

災
害
後
の
状
況
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今
後
の
計
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は

熊
野
筆
の
将
来
は
大
丈
夫
か
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乳児健診の体制強化を

〈子育て ・ 健康推進課長〉

医師や保健師、看護師、助産師との情報共有に努める。沖田ゆかり議員

【
Ｑ
１
】

　

乳
幼
児
全
戸
訪
問
の
現

状
と
課
題
に
つ
い
て
伺
う
。

【
Ａ
１
】

　

生
後
４
カ
月
ま
で
の
乳

児
が
い
る
全
て
の
家
庭
を

対
象
に
、
保
健
師
が
自
宅

を
訪
問
し
、
乳
児
と
母
親

の
心
身
の
健
康
状
態
や
養

育
環
境
の
把
握
、
母
乳
・

ミ
ル
ク
等
の
栄
養
相
談
、

育
児
相
談
、
要
支
援
家

庭
に
対
す
る
提
供
サ
ー
ビ

ス
の
検
討
等
を
行
っ
て
い

る
。
訪
問
率
は
97.6
％
。

【
Ｑ
２
】

　

乳
児
健
診
の
現
状
と
課

題
は
。

【
Ａ
２
】

　

疾
病
及
び
発
達
等
の
心

身
障
害
や
そ
の
他
の
異
常

の
早
期
発
見
に
つ
な
げ
る

と
と
も
に
、
産
婦
の
出
産

後
の
体
調
把
握
や
、
育
児

不
安
を
軽
減
す
る
た
め
の

相
談
等
を
行
っ
て
い
る
。

受
診
率
は
90.2
％
。

　

未
受
診
者
へ
の
一
層
の

働
き
か
け
が
必
要
で
あ
る
。

【
Ｑ
３
】

　

乳
幼
児
全
戸
訪
問
で
先

天
性
疾
患
の
疑
い
が
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
乳
児
の
情

報
は
、
乳
児
健
診
の
際
に

医
師
に
提
供
さ
れ
て
い
る

の
か
。

【
Ａ
３
】

　

健
診
前
に
伝
え
、
重
点

的
に
診
て
い
た
だ
い
て
い

る
。

【
Ｑ
４
】

　

疾
患
の
疑
い
が
あ
る
と

判
断
さ
れ
た
乳
児
が
健
診

時
に
見
過
ご
さ
れ
手
術
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
。

【
Ａ
４
】

　

今
後
、
更
に
状
態
が
正

し
く
伝
わ
る
よ
う
に
努
力

し
て
い
く
。

子育て支援
教 育

Q
A

熊野筆の将来は大丈夫か

〈副町長〉

後継者育成やイベント等の事業、筆文化の継承や情報発信等
の支援を行っている。

諏訪本 光議員

【
Ｑ
１
】

　

平
成
29
年
度
に
熊
野
町

商
工
会
等
が
実
施
し
た
国

内
筆
市
場
の
需
要
動
向
調

査
結
果
に
対
す
る
町
の
受

け
止
め
は
。

【
Ａ
１
】

　

最
終
報
告
に
よ
る
と

・ 

書
筆
と
画
筆
の
需
要　

の
拡
大
は
見
込
め
な
い

・ 

化
粧
筆
は
生
産
額
も　

順
調
に
伸
び
て
い
る

と
な
っ
て
い
る
。

　

概
括
的
な
傾
向
に
つ
い

て
、
町
の
認
識
と
共
通
し

て
い
る
。
今
後
、
対
応
す

べ
き
行
政
課
題
に
つ
い
て

は
、積
極
的
に
取
り
組
む
。

【
Ｑ
２
】

　

筆
産
業
の
振
興
に
関
し

て
、
町
の
発
言
ト
ー
ン
が

下
が
っ
て
い
る
。
新
た
な

取
り
組
み
も
見
え
て
い
な

い
。

　

対
応
す
べ
き
行
政
課
題

は
何
か
。
何
を
ど
の
よ
う

に
取
り
組
む
の
か
。

【
Ａ
２
】

　

な
か
な
か
難
し
い
問
題

で
あ
る
が
、
筆
事
業
所
、

筆
組
合
、
商
工
会
の
方
と

も
協
議
、
検
討
し
て
進
め

た
い
。

【
Ｑ
３
】

　

調
査
結
果
で
、
生
産
数

は
、
こ
の
30
年
間
に
、
書

筆
は
５
分
の
１
に
、
画
筆

は
10
分
の
１
に
減
少
し
て

い
る
。

　

関
係
者
の
努
力
に
よ

り
、
生
産
額
は
２
分
の
１

程
度
に
抑
え
て
い
る
。
こ

の
調
査
結
果
の
活
用
の
検

討
は
。

【
Ａ
３
】

　

後
退
的
な
面
も
あ
る

が
、調
査
結
果
な
ど
、デ
ー

タ
に
基
づ
く
関
係
者
と
の

協
議
を
今
後
も
進
め
る
。

産業
観光

まちの魅力

諦あ
き
らめ
て
は
い
け
な
い
。

　

ピ
ン
チ
を
チ
ャ
ン
ス
に
！


